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　これまで税務課では、納税誠意がない悪質な滞納
者に対しては、不動産、預金、給料、生命保険など
の差し押さえを実施してきましたが、平成26年度か
ら新たにタイヤロックによる自動車など（普通自動
車、軽自動車、バイクなど）の差し押さえを実施しま
す。
　９割強のきちんと納税している方との公平性を保
つため、悪質な滞納者に対しては毅然とした姿勢で
対応するために行うものです。
〈タイヤロックによる自動車等差し押さえの流れ〉
①差押予告書の送付
　再三の催告などに応じない方に対し「自動車等差押
予告書」を送付します。

↓
②所有自動車の調査
　差押予告書の指定期限までに納付がなく、また納
税計画の相談もない場合は、所有する自動車などか
ら差し押さえする車両を選定します。

↓
③最終催告の実施
　戸別訪問により最終催告を行います。最終催告を
行っても納税に至らない場合、または納税計画の提
示がない場合は自動車などの差し押さえを実施しま
す。自動車などにタイヤロックを装着し使用できな
くするとともに、ミラー部分に「差押公示書」を取り
付けます。

↓
④公売による換価、滞納税金への充当
　差し押さえ後、一定期間を経過しても納税や納税
計画の提示がない場合は、差し押さえした自動車な
どを公売し、売却代金を滞納税金に充当します。

＊差し押さえは、再三の催告にもかかわらず納税し
　ない場合に実施するものです。差し押さえの対象
　にならないよう、各納期限までに納入されるよう
　お願いします。
問税務課　☎72－6932
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